
○ 社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の達成状況等を踏まえ、利用者に対す
る適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から見直しを行う。【告示改正】

概要

算定要件等

社会参加支援加算の見直し

○ 加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」とする。
○ 以下を要件とする。（下線部が見直し箇所）
【訪問リハビリテーション】（現行と同様）

・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の５を
超えていること。

・リハビリテーションの利用の回転率

【通所リハビリテーション】
・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の３を

超えていること。
・リハビリテーションの利用の回転率

【訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション共通】
・評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテー

ション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること。
・リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション

計画書を移行先の事業所へ提供すること。

12月
平均利用延月数

≧ 27％ であること。

12月
平均利用延月数

≧ 25％ であること。

＜現行＞ ＜改定後＞
【訪問リハビリテーション】 社会参加支援加算 17単位／日 ⇒ 移行支援加算（※単位数は変更なし）
【通所リハビリテーション】 社会参加支援加算 12単位／日 ⇒ 移行支援加算（※単位数は変更なし）

単位数

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】


